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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況（以下「地域特性」という。）

について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、「第 6 章 対象事業に係る環境影響評価の項目

並びに調査、予測及び評価の手法」を検討するにあたり必要と考えられる範囲を対象に、入手可能な

最新の文献その他の資料により把握した。 

 

3.1 自然的状況 

3.1.1 大気環境の状況 

1. 気象の状況 

対象事業実施区域は宮城県加美町の中央付近に位置する。加美町は、西部、北部、南部が山

岳、丘陵地となっており、寒暖の差が大きい内陸型気候に属している。西部の山岳・丘陵地帯

は降雪量も多く豪雪地帯に指定され、冬から春にかけて北西風が強い地域である。 

対象事業実施区域及びその周囲における地域気象観測所は表 3.1-1 及び図 3.1-1 のとおりで

ある。古川地域気象観測所、加美地域気象観測所は、対象事業実施区域からそれぞれ 18.5km、

2.4km に位置する。 

 

表 3.1-1 対象事業実施区域及びその周囲における地域気象観測所 

観測所名 所在地 緯度経度 
海面上

の高さ 

風速計

の高さ 

観測種目 

気温 風 降水量 日照 積雪 

古川 大崎市古川大崎字富国 
緯度  38°35.9′ 

経度 140°54.7′ 
28m 6.5m ○ ○ ○ ○ ○ 

加美 
加美郡加美町 

味ヶ袋薬萊原 

緯度  38°34.3′ 

経度 140°43.6′ 
195m  － － ○ － － 

注：観測項目の「○」は観測が行われていること、「－」は行われていないことを示す。 

〔「地域気象観測所一覧（令和 3 年 9 月 2 日現在）」（気象庁、令和 3 年）より作成〕 
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図 3.1-1 地域気象観測所位置  

「地域気象観測所一覧（令和 3 年 9 月 2 日現在）」

（気象庁、令和 3 年）       より作成 
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古川地域気象観測所における平年値及び令和 2 年の気象概況は表 3.1-2、令和 2 年の風向出

現頻度及び風向別平均風速は表 3.1-3、風配図は図 3.1-2 のとおりである。令和 2 年の年平均

気温は 12.3℃、年降水量は 1,279.0mm、年平均風速は 3.0m/s、日照時間は 1,690.0 時間、降雪

の寒候年合計は 13cm である。また、令和 2 年の風向出現頻度は、春季、秋季及び冬季は西北西

が、夏季は南南東がそれぞれ多い。年間の頻度は西北西が最も多く、16.2％である。 

 

表 3.1-2(1) 古川地域気象観測所の気象概況（平年値） 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平均気温 

（℃） 
11.5 0.0 0.6 3.8 9.4 15.1 19.0 22.5 23.7 20.0 13.9 7.6 2.4 

日最高気温

（℃） 
16.3 3.7 4.9 8.9 15.4 20.5 23.7 26.9 28.4 24.8 19.3 12.9 6.5 

日最低気温

（℃） 
7.2 -3.8 -3.5 -0.9 3.6 10.3 15.3 19.2 20.3 16.0 9.0 2.7 -1.5 

平均風速 

（m/s） 
2.7 3.1 3.3 3.5 3.4 3.0 2.5 2.0 1.9 1.9 2.2 2.4 2.9 

最多風向 西北西 西北西 西北西 西北西 西北西 西北西 南南東 南東 南東 西北西 西北西 西北西 西北西 

日照時間 

（時間） 
1762.0 130.8 148.7 176.3 190.7 192.3 147.8 124.8 141.3 125.1 137.2 131.7 115.4 

降水量 

（mm） 
1173.5 44.9 35.0 70.4 82.7 102.8 123.3 169.9 139.1 160.4 129.2 62.8 53.1 

降雪の深さ 

（cm） 
200 80 55 24 1 0 0 0 0 0 0 1 42 

最深積雪 

（cm） 
26 21 17 9 1 0 0 0 0 0 0 1 15 

注：1．平年値は 1991～2020 年の 30 年間の観測値をもとに算出した。 

2．雪に関する年ごとの統計項目は、寒候年の値を示す。 

〔「過去の気象データ検索」（気象庁 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成〕 

 

表 3.1-2(2) 古川地域気象観測所の気象概況（令和 2 年） 

月 

降水量（mm） 気温（℃） 風向・風速（m/s） 日照 

時間 

（時間） 

降雪 

（cm） 合計 日最大 
最大 平均 

最高 最低 
平均 

風速 

最大風速 最大瞬間風速 

1 時間 10 分間 日平均 日最高 日最低 風速 風向 風速 風向 

1 111.5 52.5 6.0 1.5 2.1 6.0 -1.4 9.3 -5.7 3.3) 16.3) 西北西 22.4) 西北西 131.1 12 

2 33.5 11.5 2.5 1.0 2.9 7.2 -1.0 13.0 -8.5 3.5 16.6 西北西 26.4 西北西 135.1 1 

3 60.0 35.0 9.0 2.5 5.8 10.9 0.4 18.1 -3.7 4.1 19.4 西北西 28.9 西北西 169.6 0 

4 134.0 52.0 7.0 2.0 8.6 13.9 3.1 19.9 -1.6 4.4 16.0 西 24.8 西 208.1 0 

5 66.0 31.5 3.5 1.5 16.1 21.4 11.2 29.1 6.9 3.3 13.5 西北西 19.8 西北西 189.3 0 

6 40.0 18.0 4.5 1.5 20.7 25.9 16.4 34.0 12.0 2.8 11.3 西北西 15.3 西北西 182.9 0 

7 366.0 58.0 23.0 6.5 21.1 24.4 18.8 30.6 15.4 1.8 7.4 南南東 10.4 西 41.7 0 

8 68.0 32.0 8.5 4.0 25.5 30.6 21.8 35.2 18.8 1.9 7.5 西北西 11.8 西北西 182.4 0 

9 285.5 134.5 38.5 15.5 21.4 25.9 18.1 35.0 10.7 2.3 8.7 西北西 13.0 西北西 94.7 0 

10 41.5) 14.0) 3.0) 1.0) 13.8) 18.6) 9.4) 24.7) 3.0) 2.3) 12.0) 西 17.9) 西 116.0) 0 

11 24.0) 8.5) 4.0) 1.5) 8.0) 13.4) 2.6) 19.4] -3.2) 3.0) 13.5) 西北西 20.5) 西北西 146.6) 0) 

12 49.0 8.0 4.5 1.5 1.1 5.1 -3.2 11.2 -11.6 2.7) 10.2) 西北西 18.8) 西北西 92.5 79 

年 1279.0 134.5 38.5 15.5 12.3 16.9 8.0 35.2 -11.6 3.0 19.4 西北西 28.9 西北西 1690.0 13 

注：1．「）」は、統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常

値（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）。 必要な資料数は、要素または現象、統計方法により

若干異なるが、全体数の 80％を基準とする。 

2．降雪の年値は、寒候年（令和元年 8 月 1 日から令和 2 年 7 月 31 日までの期間）の合計値を示す。令和元年 8

月 1 日から令和元年 12 月 31 日の降雪は「0cm」である。 

〔「過去の気象データ検索」（気象庁 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成〕 
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表 3.1-3 古川地域気象観測所の風向出現頻度及び風向別平均風速（令和 2 年） 

季節  

 

風向 

春季（3～5 月） 夏季（6～8 月） 秋季（9～11 月） 冬季（1,2,12 月） 年 間 

風向出現

頻度 

（％） 

平均風速 

（m/s） 

風向出現

頻度 

（％） 

平均風速 

（m/s） 

風向出現

頻度 

（％） 

平均風速 

（m/s） 

風向出現

頻度 

（％） 

平均風速 

（m/s） 

風向出現

頻度 

（％） 

平均風速 

（m/s） 

北北東  4.3  2.3  3.9  1.5  5.7  1.8  5.3  1.7  4.8  1.8 

北東  3.6  2.9  5.3  1.5  5.1  1.8  3.0  1.9  4.3  1.9 

東北東  2.4  3.5  5.1  1.8  4.3  1.8  2.7  1.6  3.6  2.0 

東  4.6  2.2  6.7  1.7  4.3  2.4  2.5  1.7  4.5  2.0 

東南東  3.5  2.5  5.9  2.0  3.3  2.0  2.4  1.4  3.8  2.0 

南東  6.2  3.0 12.1  2.4  4.3  2.3  2.3  1.6  6.2  2.4 

南南東  6.2  3.3 14.0  2.7  5.1  2.4  2.0  1.7  6.9  2.7 

南  3.0  2.5  5.0  2.4  2.1  1.7  1.4  1.7  2.9  2.2 

南南西  1.7  1.6  2.9  1.7  1.3  1.7  1.6  1.5  1.9  1.6 

南西  2.9  1.7  2.1  1.6  2.4  1.7  3.6  2.2  2.7  1.9 

西南西  5.0  3.0  2.8  1.7  5.4  2.7  8.3  3.1  5.3  2.8 

西 13.0  5.1  6.4  2.9 11.9  3.9 15.0  4.4 11.6  4.3 

西北西 20.8  6.8  7.9  3.7 14.4  4.2 21.6  5.2 16.2  5.3 

北西  9.6  4.4  4.9  2.8  9.3  2.3 10.0  3.6  8.4  3.4 

北北西  6.1  2.4  5.5  1.6  9.5  1.7  8.2  1.8  7.3  1.8 

北  4.6  2.5  5.7  1.4  7.5  1.8  5.9  1.8  5.9  1.8 

静穏  2.5  0.1  3.8  0.1  4.2  0.1  4.1  0.1  3.7  0.1 

合計･平均 100   3.9 100   2.2 100   2.5 100   3.1 100   3.0 

（欠測）  0.1    0   0.7   0.8   0.4  

注：1．静穏は風速 0.2m/s 以下とする。 

2．四捨五入の関係で各風向の出現頻度の合計が 100％にならないことがある。 

3．風向出現頻度の「0」は出現しなかったことを示す。 

〔「過去の気象データ検索」（気象庁 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成〕 
 

 
注：1．風配図の実線は風向出現頻度(％)、棒線は平均風速(m/s)を示す。 

2．風配図の円内の数字は、静穏率（風速 0.2m/s 以下、％）を示す。 

  〔「過去の気象データ検索」（気象庁 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成〕 

図 3.1-2 古川地域気象観測所の風配図（令和 2 年）  

注：1．風配図の実線は風向出現頻度(％)、棒線は平均風速(m/s)を示す。
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加美地域気象観測所における平年値及び令和 2 年の気象概況（降水量）は表 3.1-4 のとおり

である。令和 2 年の年降水量は 1,864.5mm である。 

 

表 3.1-4 加美地域気象観測所の気象概況（降水量） 

月 

平年値 令和 2 年 

降水量（mm） 降水量（mm） 

合計 合計 日最大 
最大 

1 時間 10 分間 

1 102.3 145.0 60.0 8.0 2.0 

2 62.3 78.5 19.5 3.5 1.5 

3 95.8 80.0 27.5 7.0 2.5 

4 112.0 188.5 79.0 10.5 3.0 

5 123.0 123.5 72.5 6.5 2.5 

6 131.8 58.0 21.5 5.5 2.0 

7 194.5 457.5 72.5 23.0 8.0 

8 179.2 98.0 39.0 10.5 3.5 

9 205.1 298.5 68.0 14.5 6.0 

10 181.9 63.5 15.5 3.0 2.0 

11 104.0 90.0 22.5 5.0 1.5 

12 152.7 183.5 32.0 5.5 1.5 

年 1612.8 1864.5 79.0 23.0 8.0 

注：平年値は 2006～2020 年の 15 年間の観測値をもとに算出した。 

〔「過去の気象データ検索」（気象庁 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成〕 
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2. 大気質の状況 

大気質の状況について、令和元年度は、宮城県では一般環境大気測定局 29 局及び自動車排出

ガス測定局 9 局において常時監視測定が実施されている。 

対象事業実施区域の最寄りの測定局として、一般環境大気測定局（以下「一般局」という。）

の古川Ⅱ局及び自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）の古川自排局がある。測定局

の概要及び測定項目は表 3.1-5、位置は図 3.1-3 のとおりである。 

 

表 3.1-5 大気測定局の概要及び測定項目（令和元年度） 

区分 市 測定局名 用途地域 

測定項目 

二酸化 

窒素 

二酸化 

硫黄 

浮遊粒子状

物質 

光化学 

オキシ 

ダント 

微小粒子状

物質 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 商 ○ ○ ○ ○ ○ 

自排局 大崎市 古川自排 準工 ○ × ○ × × 

注：1．「○」は測定が行われていること、「×」は行われていないことを示す。 

2．用途地域については以下のとおりである。 

商 ：「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域のうち、「近隣商業地域」

及び「商業地域」に該当する地域 

準工：「都市計画法」第 8 条第 1 項第 1 号の用途地域のうち、「準工業地域」に該当する地域 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 
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図 3.1-3 大気測定局の位置  

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、

令和 3 年）            より作成 
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(1)二酸化窒素 

令和元年度の古川Ⅱ局及び古川自排局における二酸化窒素の測定結果は表 3.1-6 のとおりで

あり、環境基準を達成している。 

また、過去 5 年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-7 及び図 3.1-4 のとおりである。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内またはそれ以下であること。 

環境基準の評価：日平均値の年間 98％値が 0.06ppm を超えないこと。 

 

表 3.1-6 二酸化窒素の測定結果（令和元年度） 

局区分 市 
測定 

局名 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値 

1 時間値

の最高値 

日平均値が

0.06ppm を

超えた日数 

日平均値が

0.04ppm 以上

0.06ppm 以下

の日数 

日平均値の

年間 98％値 

98％値評価に 

よる日平均値が

0.06ppm を 

超えた日数 

日 時間 ppm ppm 日 日 ppm 日 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 363 8677 0.004 0.037 0 0 0.013 0 

自排局 大崎市 古川自排 364 8738 0.008 0.041 0 0 0.017 0 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

表 3.1-7 二酸化窒素の年平均値の経年変化 

局区分 市 測定局名 
年平均値（ppm） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 

自排局 大崎市 古川自排 0.011 0.010 0.010 0.009 0.008 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

図 3.1-4 二酸化窒素の年平均値の経年変化 
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(2)二酸化硫黄 

令和元年度の古川Ⅱ局における二酸化硫黄の測定結果は表 3.1-8 のとおりであり、環境基準

を達成している。 

また、過去 5 年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-9 及び図 3.1-5 のとおりである。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

短期的評価：日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であること。 

長期的評価：日平均値の年間 2％除外値が 0.04ppm 以下であること。ただし、日平均値が 0.04ppm を超

えた日が 2 日以上連続しないこと。 

 

表 3.1-8 二酸化硫黄の測定結果（令和元年度） 

局区分 市 測定局名 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

年平 

均値 

1 時間値

が 0.1ppm

を超えた

時間数 

日平均値が

0.04ppm を

超えた日数 

1 時間値

の最高値 

日平均値

の年間

2％ 

除外値 

日平均値が

0.04ppm を 

超えた日が 

2 日以上連続し

たことの有無 

環境基準の長

期的評価によ

る日平均値が

0.04ppm を 

超えた日数 

日 時間 ppm 時間 日 ppm ppm 
有：× 

無：○ 
日 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 364 8733 0.000 0 0 0.004 0.001 ○ 0 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

表 3.1-9 二酸化硫黄の年平均値の経年変化 

局区分 市 測定局名 
年平均値（ppm） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

図 3.1-5 二酸化硫黄の年平均値の経年変化  
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(3)浮遊粒子状物質 

令和元年度の古川Ⅱ局及び古川自排局における浮遊粒子状物質の測定結果は表 3.1-10 のと

おりであり、環境基準を達成している。 

また、過去 5 年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-11 及び図 3.1-6 のとおりである。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であること。  

短期的評価：日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

長期的評価：日平均値の年間 2％除外値が 0.10mg/m3以下であること、ただし、日平均値が 0.10mg/m3を

超えた日が 2 日以上連続しないこと。 

 

表 3.1-10 浮遊粒子状物質の測定結果（令和元年度） 

局区分 市 測定局名 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

年平 

均値 

1 時間値が

0.20 mg/m3

を超えた 

時間数 

日平均値が

0.10 mg/m3

を超えた 

日数 

1 時間値

の最高

値 

日平均値

の年間

2％ 

除外値 

日平均値が

0.10 mg/m3

を超えた日

が 2 日以上

連続したこ

との有無 

環境基準の長期的

評価による日平均

値が 0.10 mg/m3

を超えた日数 

日 時間 mg/m3 時間 日 mg/m3 mg/m3 
有：× 

無：○ 
日 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 363 8704 0.015 0 0 0.110 0.036 ○ 0 

自排局 大崎市 古川自排 361 8671 0.013 0 0 0.116 0.039 ○ 0 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

表 3.1-11 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化 

局区分 市 測定局名 
年平均値（mg/m3） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 0.025 0.018 0.019 0.017 0.015 

自排局 大崎市 古川自排 0.020 0.013 0.013 0.014 0.013 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

図 3.1-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化  
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(4)光化学オキシダント 

令和元年度の古川Ⅱ局における光化学オキシダントの測定結果は表 3.1-12 のとおりであり、

環境基準を達成していない。 

また、過去 5 年間における昼間の 1 時間値の最高値の経年変化は、表 3.1-13 及び図 3.1-7 の

とおりである。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

環境基準の評価：昼間（5 時～20 時まで）の時間帯において、1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

 

表 3.1-12 光化学オキシダントの測定結果（令和元年度） 

局区分 市 測定局名 

昼間の 

測定 

日数 

昼間の

測定 

時間 

昼間の 

1 時間値 

の平均値 

昼間の 

1 時間値が

0.06ppm を 

超えた日数 

昼間の 

1 時間値が

0.06ppm を 

超えた時間数 

昼間の 

1 時間値が

0.12ppm 以

上の日数 

昼間の 

1 時間値の

最高値 

昼間の 

日最高 

1 時間値の 

平均値 

日 時間 ppm 日 時間 日 ppm ppm 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 366 5430 0.035 37 205 0 0.101 0.044 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

表 3.1-13 光化学オキシダントの昼間の 1 時間値の最高値の経年変化 

局区分 市 測定局名 
昼間の 1 時間値の最高値（ppm） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 0.091 0.080 0.101 0.094 0.101 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

図 3.1-7 光化学オキシダントの昼間の 1 時間値の最高値の経年変化 
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(5)微小粒子状物質 

令和元年度の古川Ⅱ局における微小粒子状物質の測定結果は表 3.1-14 のとおりであり、環境

基準を達成している。 

また、過去 5 年間における年平均値の経年変化は、表 3.1-15 及び図 3.1-8 のとおりである。

古川Ⅱ局では平成 29 年 10 月 20 日より測定開始し、平成 30 年度より年間値を採用している。 

 

※ 環境基準とその評価 

環境基準：年平均値が 15µg/m3以下であり、かつ、日平均値が 35µg/m3以下であること。  

長期基準：年平均値が 15µg/m3以下であること。  

短期基準：日平均値のうち年間 98 パーセンタイル値が 35µg/m3以下であること。 

 

表 3.1-14 微小粒子状物質の測定結果（令和元年度） 

局区分 市 測定局名 

有効測

定日数 
年平均値 

日平均値が

35µg/m3を超

えた日数 

日平均値が

35µg/m3を超え

た日数の割合 

日平均値の 

最高値 

日平均値

の年間

98％値 

日 µg/m3 日 ％ µg/m3 µg/m3 

一般局 大崎市 古川Ⅱ 363 7.7 0 0 29.4 19.3 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

表 3.1-15 微小粒子状物質の年平均値の経年変化 

局区分 市 測定局名 
年平均値（mg/m3） 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一般局 大崎市 古川Ⅱ － － （8.9） 9.4 7.7 

注：古川Ⅱ局では、平成 29 年 10 月 20 日より測定を開始したため、平成 29 年度は評価対象外である。 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

 

 

〔「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）より作成〕 

図 3.1-8 微小粒子状物質の年平均値の経年変化 

 

(6)大気汚染に係る苦情の発生状況 

「令和元年度公害苦情調査結果報告書」（宮城県、令和 3 年）によると、令和元年度の大気汚

染に係る公害苦情受理件数は加美町で 0 件である。 
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3. 騒音の状況 

(1)環境騒音の状況 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、対象事業実施区域及

びその周囲における環境騒音の状況について、調査は実施されていない。 

 

(2)自動車騒音の状況 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、対象事業実施区域及

びその周囲における自動車騒音の状況について、調査は実施されていない。 

 

(3)騒音に係る苦情の発生状況 

「令和元年度公害苦情調査結果報告書」（宮城県、令和 3 年）によると、令和元年度の騒音に

係る公害苦情受理件数は加美町で 0 件である。 

 

 

4. 振動の状況 

(1)環境振動の状況 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、対象事業実施区域及

びその周囲における環境振動の状況について、調査は実施されていない。 

 

(2)道路交通振動の状況 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、対象事業実施区域及

びその周囲における道路交通振動の状況について、調査は実施されていない。 

 

(3)振動に係る苦情の発生状況 

「令和元年度公害苦情調査結果報告書」（宮城県、令和 3 年）によると、令和元年度の振動に

係る公害苦情受理件数は加美町で 0 件である。 
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3.1.2 水環境の状況 

1. 水象の状況 

(1)河川 

対象事業実施区域及びその周囲の主要な河川の状況は、図 3.1-9 のとおりである。対象事業

実施区域及びその周囲には、一級河川である矢坪川、鳴瀬川、鹿又川、大滝川等が流れている。 

 

(2)湖沼 

対象事業実施区域及びその周囲の主要な湖沼の状況は、図 3.1-9 のとおりである。対象事業

実施区域の周囲には、漆沢ダムが存在する。 

 

(3)海域 

対象事業実施区域及びその周囲に海域は存在しない。 
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図 3.1-9 主要な河川と湖沼の状況及び水質測定地点  

「国土数値情報（河川データ）」（国土交通省不動産・

建設経済局 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、

令和 3 年）             より作成 
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2. 水質の状況 

(1)河川の水質 

対象事業実施区域及びその周囲における水質測定地点として、令和元年度は鳴瀬川水系の筒

砂子橋で水質測定が行われている。水質測定地点の位置は図 3.1-9、令和元年度の水質測定結

果は表 3.1-16 のとおりである。 

健康項目は、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサンの 4 項目につ

いて測定が行われており、環境基準を達成している。生活環境項目は、大腸菌群数を除き環境

基準を達成している。 

 

表 3.1-16(1) 河川の水質測定結果（健康項目・令和元年度） 

水域名 鳴瀬川上流 

環境基準 地点名 筒砂子橋 

項目 最小値 最大値 m n 

ふっ素 mg/L <0.08 <0.08 0 2 0.8 以下 

ほう素 mg/L <0.02 <0.02 0 2 1 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.065 0.17 0 3 10 以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 0 2 0.05 以下 

注：1．表中の m は環境基準を達成していない検体数、n は総検体数を示す。 

2．「<」は下限値未満を示す。 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年） 

「公共用水域の水質測定結果【速報値】」（宮城県 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成 

 

表 3.1-16(2)  河川の水質測定結果（生活環境項目・令和元年度） 

水域名 鳴瀬川上流 

環境基準 

AA 類型 

地点名 筒砂子橋 

類型 AA 

項目 最小値 最大値 年平均値 75％値 m n 

水素イオン濃度（pH） － 7.3 7.6 7.4  0 10 6.5 以上 8.5 以下 

生物化学的酸素要求量

（BOD） 
mg/L <0.5 0.7 0.6 0.6 0 10 1 以下 

浮遊物質量（SS） mg/L 1 5 3  0 10 25 以下 

溶存酸素量（DO） mg/L 8.6 13 11  0 10 7.5 以上 

大腸菌群数 MPN/100mL 33 13,000 2,700  7 10 50 以下 

注：1．表中の m は環境基準を達成していない検体数、n は総検体数を示す。 

2．「<」は下限値未満、「－」は項目がないことを示す。 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年） 

「公共用水域の水質測定結果【速報値】」（宮城県 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成 

 

表 3.1-16(3)  河川の水質測定結果（生活環境項目・令和元年度） 

水域名 鳴瀬川上流 

環境基準 

生物 A 類型 

地点名 筒砂子橋 

類型 生物 A 

項目 最小値 最大値 m n 

全亜鉛 mg/L <0.001 0.001 0 10 0.03 以下 

ノニルフェノール mg/L <0.00006 <0.00006 0 10 0.001 以下 

LAS mg/L <0.0006 0.0016 0 10 0.03 以下 

注：1．表中の m は環境基準を達成していない検体数、n は総検体数を示す。 

2．「<」は下限値未満を示す。 

〔「公共用水域の水質測定結果【速報値】」（宮城県 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成〕 
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(2)湖沼の水質 

対象事業実施区域及びその周囲における水質測定地点として、令和元年度は漆沢ダムのダム

サイトで水質測定が行われている。水質測定地点の位置は図 3.1-9、令和元年度の水質測定結

果は表 3.1-17 のとおりである。 

健康項目は、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサンの 4 項目につ

いて測定が行われており、環境基準を達成している。生活環境項目は、化学的酸素要求量、浮

遊物質量及び大腸菌群数を除き、環境基準を達成している。 

 

表 3.1-17(1) 湖沼の水質測定結果（健康項目・令和元年度） 

水域名 漆沢ダム 

環境基準 地点名 ダム出口 

項目 最小値 最大値 m n 

ふっ素 mg/L <0.08 <0.08 0 2 0.8 以下 

ほう素 mg/L <0.02 <0.02 0 2 1 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L <0.015 0.19 0 12 10 以下 

1,4-ジオキサン mg/L <0.005 <0.005 0 2 0.05 以下 

注：1．表中の m は環境基準を達成していない検体数、n は総検体数を示す。 

2．「<」は下限値未満を示す。 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年） 

「公共用水域の水質測定結果【速報値】」（宮城県 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成 

 

表 3.1-17(2) 湖沼の水質測定結果（生活環境項目・令和元年度） 

水域名 漆沢ダム 

環境基準 

AA 類型 

地点名 ダム出口 

類型 AA 

項目 最小値 最大値 年平均値 75％値 m n 

水素イオン濃度（pH） － 7.0 9.1 7.7  1 12 6.5 以上 8.5 以下 

化学的酸素要求量

（COD） 
mg/L 1.4 7.1 2.9 3.5 12 12 1 以下 

浮遊物質量（SS） mg/L 1 20 5  10 12 1 以下 

溶存酸素量（DO） mg/L 8.8 13 11  0 12 7.5 以上 

大腸菌群数 MPN/100mL <1.8 7,900 1,100  6 12 50 以下 

注：1．表中の m は環境基準を達成していない検体数、n は総検体数を示す。 

2．「<」は下限値未満、「－」は項目がないことを示す。 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年） 

「公共用水域の水質測定結果【速報値】」（宮城県 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成 

 

表 3.1-17(3) 湖沼の水質測定結果（生活環境項目・令和元年度） 

水域名 漆沢ダム 

環境基準 

生物 A 類型 

地点名 ダム出口 

類型 生物 A 

項目 最小値 最大値 m n 

全亜鉛 mg/L <0.001 0.001 0 12 0.03 以下 

ノニルフェノール mg/L <0.00006 <0.00006 0 12 0.001 以下 

LAS mg/L <0.0006 0.0009 0 12 0.03 以下 

注：1．表中の m は環境基準を達成していない検体数、n は総検体数を示す。 

2．「<」は下限値未満を示す。 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年） 

「公共用水域の水質測定結果【速報値】」（宮城県 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）より作成 
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(3)地下水の水質 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、地下水の水質の状況

について、令和元年度は、宮城県では概況調査が 34 地点、継続監視調査が 34 地点、汚染井戸

周辺地区調査が 6 地点で実施されているが、対象事業実施区域及びその周囲において調査は実

施されていない。 

 

(4)水質汚濁に係る苦情の発生状況 

「令和元年度公害苦情調査結果報告書」（宮城県、令和 3 年）によると、令和元年度の水質汚

濁に係る公害苦情受理件数は加美町で 0 件である。 

 

 

3. 水底の底質の状況 

「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、「ダイオキシン類対

策特別措置法」（平成 11 年法律第 105 号、最終改正：平成 26 年 6 月 18 日）に基づき、令和元

年度は、宮城県では河川 24 地点、湖沼 4 地点、海域 4 地点で底質調査が行われているが、環境

基準値を超過した地点はない。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲において、調査は実施されていない。 
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3.1.3 土壌及び地盤の状況 

1. 土壌の状況 

(1)土壌 

対象事業実施区域及びその周囲における土壌の状況は、図 3.1-10 のとおりである。 

対象事業実施区域は黒ボク土壌からなっている。 

 

(2)土壌汚染 

「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域（令和 3 年 8 月 31 日現在）」

（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）によると、「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号、最

終改正：平成 29 年 6 月 2 日）に基づく「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」は、対象

事業実施区域及びその周囲において指定がない。 

また、「令和 2 年版宮城県環境白書(資料編)」（宮城県、令和 3 年）によると、対象事業実施

区域及びその周囲における土壌中のダイオキシン類の状況について、調査は実施されていない。 

 

(3)土地利用履歴 

対象事業実施区域及びその周囲における 1974～1978 年に撮影された空中写真は、図 3.1-11

のとおりである。対象事業実施区域内に工場等の施設は確認されない。 

 

(4)土壌汚染に係る苦情の発生状況 

「令和元年度公害苦情調査結果報告書」（宮城県、令和 3 年）によると、令和元年度の土壌汚

染に係る公害苦情受理件数は加美町で 0 件である。 

 

2. 地盤の状況 

(1)地盤沈下の状況 

「令和元年度 全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、令和 3 年）によると、対象事業実施区

域及びその周囲において地盤沈下は確認されていない。 

 

(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況 

「令和元年度公害苦情調査結果報告書」（宮城県、令和 3 年）によると、令和元年度の地盤沈

下に係る公害苦情受理件数は加美町で 0 件である。 
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図 3.1-10 土壌図 

「20 万分の 1 土地分類基本調査（宮城県）」（国土

交通省国土政策局 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

より作成 
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図 3.1-11 空中写真（1974～1978 年）  

「地理院タイル（国土画像情報）」（国土地理院 HP、

閲覧：令和 3 年 9 月） 

より作成 
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3.1.4 地形及び地質の状況 

1. 地形の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における地形の状況は、図 3.1-12 のとおりである。対象事業

実施区域は、小起伏山地、山麓地からなっている。 

 

2. 地質の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における表層地質の状況は、図 3.1-13 のとおりである。 

対象事業実施区域は砂岩、安山岩質岩石からなっている。 

 

3. 土地の安定性 

太陽光発電設備を斜面に設置したり斜面を造成する場合、樹木の根や下層植生等が有してい

た地盤の安定機能が失われ、斜面崩壊のおそれが想定されることがある。 

対象事業実施区域及びその周囲における傾斜量は、図 3.1-14 のとおりである。 

地表面の傾きは白いほど穏やか、黒いほど急峻であることを示しており、対象事業実施区域

は地表面の傾きがかなり穏やかとなっている。 

また、対象事業実施区域内の傾斜区分の分布状況は、表 3.1-18 及び図 3.1-15 のとおりであ

る。対象事業実施区域内の傾斜区分はすべて 20％未満となっている。 

 

表 3.1-18 傾斜区分の分布状況 

傾斜角 面積（ha） 比率（％） 

5°未満 87.1 62.2 

5°以上 10°未満 43.0 30.7 

10°以上 20°未満 9.9 7.0 

20°以上 30°未満 － － 

30°以上 40°未満 － － 

40°以上 50°未満 － － 

50°以上 － － 

合 計 140.0 100.0 

注：四捨五入の関係で、合計の値が合わない場合がある。 

「国土数値情報（標高傾斜度 5 次メッシュデータ）」（国土交通省不動産・

建設経済局 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）           より作成 
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図 3.1-12 地形分類図  

「20 万分の 1 土地分類基本調査（宮城県）」（国土

交通省国土政策局 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

より作成 
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図 3.1-13 表層地質図 

「20 万分の 1 土地分類基本調査（宮城県）」（国

土交通省国土政策局 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

より作成 
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図 3.1-14 傾斜量図  

「地理院タイル（標高タイル（基盤地図情報 数

値標高モデル））」（国土地理院 HP、閲覧：令和 3

年 9 月） 

より作成 
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図 3.1-15 傾斜区分  

「国土数値情報（標高傾斜度 5 次メッシュデ

ータ）」（国土交通省不動産・建設経済局 HP、

閲覧：令和 3 年 9 月） 

より作成 
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4. 重要な地形・地質 

対象事業実施区域及びその周囲における重要な地形・地質として以下を対象として抽出した。 

・「日本の地形レッドデータブック第 1、2 集」（日本の地形レッドデータブック作成委員会、

平成 12、14 年）に掲載されている地形 

・「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成 11 年）に掲載されている地形 

・「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）に掲載されている

地形、地質、自然現象に係る自然景観資源 

・「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号、最終改正：令和 3 年 4 月 23 日）に定める史

跡、名勝、天然記念物のうち地形・地質に関するもの 

「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成 11 年）に選定された典型地形は、表 3.1-19

及び図 3.1-16 のとおりである。対象事業実施区域の周囲には火山岩頸である「薬莱山」が存在

する。 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による自然景観資源

は、表 3.1-20 及び図 3.1-16 のとおりである。対象事業実施区域の周囲には「薬萊山（非火山

性孤峰）」及び「鳴瀬川門沢上流（峡谷・渓谷）」が存在する。 

なお、「日本の地形レッドデータブック第 1、2 集」（日本の地形レッドデータブック作成委員

会、平成 12、14 年）により選定された地形及び「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号、最

終改正：令和 3 年 4 月 23 日）により指定されている重要な地形及び地質はない。 

 

表 3.1-19 典型地形の状況 

地形の中項目 

（成因別） 
地形項目 名 称 所在地 備考 

火山の活動に

よる地形 
火山岩頸 薬莱山 加美町 

県立自然公園船形連峰。 

第三紀火山岩頸。 

〔「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成 11 年）より作成〕 

 

表 3.1-20 自然景観資源の状況 

区 分 名 称 

非火山性孤峰 薬萊山 

峡谷・渓谷 鳴瀬川門沢上流 

〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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図 3.1-16 典型地形及び自然景観資源の状況  

「日本の典型地形」（(財)日本地図センター、

平成 11 年） 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情

報図」（環境庁、平成元年）   より作成 

注：典型地形の「薬莱山」及び自然景観資源の

「薬萊山」の表記は出典に合わせた。 
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3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

1. 動物の生息の状況 

動物の生息状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を対象に、

文献その他の資料（「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物 RED DATA BOOK 2016」（宮城県環

境生活部自然保護課、平成 28 年）、「宮城県の野生哺乳動物」（宮城野野生動物研究会、平成 8

年）等）により整理した。 

また、「自然環境保全基礎調査」については、対象事業実施区域が含まれる 2 次メッシュ※と

して、「薬莱山」及び「西上野目」を対象とした。調査範囲は図 3.1-17 のとおりである。 

※：2 次メッシュとは日本全国を緯度経度でメッシュ（網目状）に細かく区画した「標準地域メッシュ」のひ

とつである。2 次メッシュの幅は経度（東西）が 7 分 30 秒（0.125 度）、緯度（南北）が 5 分（0.083

度）であり、距離にするとおよそ 10km×10km になる。2 次メッシュは 1/2.5 万地形図の刊行単位となっ

ている。 
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図 3.1-17 文献その他の資料調査の範囲  
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(1)動物相の概要 

表 3.1-21 のとおり文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲の動

物相の概要は、表 3.1-22 のとおりであり、哺乳類 28 種、鳥類 125 種、爬虫類 9 種、両生類 13

種、昆虫類 896 種、魚類 22 種が確認されている。なお、底生動物については確認されていない。 

 

表 3.1-21 動物に係る文献その他の資料一覧 

No. 文献その他の資料名 抽出基準 

1 
「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS（第 2 回調

査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月) 
該当 2 次メッシュ 

2 
「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS（第 3 回調

査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月) 
該当 2 次メッシュ 

3 
「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS（第 4 回調

査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月) 
該当 2 次メッシュ 

4 
「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS（第 5 回調

査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月) 
該当 2 次メッシュ 

5 
「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS（第 6 回調

査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月) 
該当 2 次メッシュ 

6 
「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－平成 21 年～30 年」(環境省 HP、閲覧：

令和 3 年 9 月) 
図面範囲内の調査地点の出現種 

7 
「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境

省、平成 16 年） 
該当 2 次メッシュ 

8 
「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27

年修正版） 
該当 2 次メッシュ 

9 
「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物 RED DATA BOOK 2016」（宮城県環境生活部自然

保護課、平成 28 年） 

加美町（旧小野田町及び旧宮崎

町）で確認された種、鳴瀬川で

確認された種のうち河口限定の

種を除く 

10 「宮城県の野生哺乳動物」（宮城野野生動物研究会、平成 8 年） 

該当 2 次メッシュを含む 1/5 万

メッシュかつ加美町（旧小野田

町及び旧宮崎町）で確認された

種 

11 「宮城県の鳥類分布」（日本野鳥の会宮城県支部、平成 14 年） 該当 2 次メッシュ 

12 「宮城県の両生類・は虫類」（宮城野野生動物研究会、平成 12 年） 

該当 2 次メッシュを含む 1/5 万

メッシュかつ加美町（旧小野田

町及び旧宮崎町）で確認された

種 

13 「宮城県トンボ目録」（柳田則明、平成 29 年） 
加美町（旧小野田町及び旧宮崎

町）で確認された種 

14 「宮城県の甲虫」（渡部徳、平成元年） 
加美町（旧小野田町及び旧宮崎

町）で確認された種 

15 「宮城県蛾類目録」（宮城昆虫地理研究会、平成 21 年） 
加美町（旧小野田町及び旧宮崎

町）で確認された種 

16 「新刊小野田町史」（小野田町史編纂委員会、平成 15 年） 旧小野田町で確認された種 

17 「宮崎町史」（宮崎町史編纂委員会編、昭和 48 年） 旧宮崎町で確認された種 

18 「環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 
図面範囲内の確認種、周辺を含

めた注意喚起メッシュ 

19 
「宮城県猛禽類生息状況調査報告書（環境影響生物基礎調査）」（宮城県環境生活部自然保

護課、平成 28 年） 
該当 2 次メッシュ 

20 「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 
「田谷地沼、かば谷地、すげ沼

湿地池沼群」で確認された種 

 

 

 

  



3.1-32 

(54) 

表 3.1-22 動物相の概要 

分 類 主な確認種 

哺乳類 

カワネズミ、アズマモグラ、キクガシラコウモリ、ヒナコウモリ、モモジロコウモリ、ニホンザ

ル、ヤチネズミ、ニホンリス、ニホンノウサギ、アカギツネ、タヌキ、ツキノワグマ、ニホンテ

ン、カモシカ等                                      （28 種） 

鳥 類 

キジ、カルガモ、カイツブリ、キジバト、アオサギ、バン、ホトトギス、タシギ、ミサゴ、トビ、

オオタカ、クマタカ、カワセミ、アカゲラ、ハヤブサ、サンショウクイ、サンコウチョウ、モズ、

カケス、ヤマガラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、センダイムシクイ、メジロ、ムクド

リ、キビタキ、キセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ等               （125 種） 

爬虫類 
ヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビ、タカチホヘビ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、

ヒバカリ、ヤマカガシ、ニホンマムシ                        （9 種） 

両生類 
トウホクサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、ニホンアマガエル、ニホンアカ

ガエル、ヤマアカガエル、シュレーゲルアオガエル、モリアオガエル等             （13 種） 

昆虫類 

アオイトトンボ、ムカシヤンマ、シオカラトンボ、アブラゼミ、アメンボ、タガメ、ヒロオビヒ

ゲナガ、ゴマフボクトウ、キマダラセセリ、ルリシジミ、キタテハ、ミヤマカラスアゲハ、エゾ

ヨツメ、キシタバ、クロナガオサムシ、ニワハンミョウ、ゲンゴロウ、クロシデムシ、コクワガ

タ、ナガチャコガネ、クシコメツキ、キイロテントウ、アオカミキリモドキ、ホソカミキリ、ヤ

ナギハムシ、ヒメクロオトシブミ、オオゾウムシ等                （896 種） 

魚 類 
スナヤツメ類、アブラハヤ、ウグイ、ドジョウ類、アユ、アメマス（エゾイワナ）、サクラマス（ヤ

マメ）、カジカ、オオヨシノボリ等                        （22 種） 

合 計 1,093 種 

注：哺乳類の種名及び配列については「The Wild Mammals of Japan 第 2 版」（日本哺乳類学会 平成 27 年）に準拠した。鳥

類の種名及び配列については「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年）に準拠した。哺乳類及び鳥類以

外の種名及び配列については原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 2 年度生物リスト」（河川環

境データベース 国土交通省、令和 2 年）に準拠した。 

 

対象事業実施区域及びその周囲においては、哺乳類では、「動植物分布調査(生物多様性調

査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS－（第 5 回調査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年

9 月)等によるとニホンノウサギ、アカギツネ、タヌキ、ツキノワグマ等が確認されている。

「環境アセスメントデータベース 全国環境情報」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）のコ

ウモリ分布情報によると、図 3.1-18 のとおり対象事業実施区域周囲では、キクガシラコウモ

リ、ヒナコウモリ及びモモジロコウモリの分布が確認されている。 

鳥類では、「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS－

（第 6 回調査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月)等によるとキジ、ホトトギス、ミサゴ、

カワセミ、アカゲラ、ヤマガラ、カワラヒワ等が確認されている。「環境省報道発表資料－希

少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）、

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年

修正版）によると、図 3.1-19 のとおり対象事業実施区域が含まれるメッシュにおいて、クマ

タカの生息が確認されている。 

爬虫類では、「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS

－（第 5 回調査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月)等によると、ヒガシニホントカゲ、ニ

ホンカナヘビ、シマヘビ、ヤマカガシ等が確認されている。 

両生類では、「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS

－（第 5 回調査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月)等によると、トウホクサンショウウオ、

アカハライモリ、ニホンアマガエル、ヤマアカガエル、モリアオガエル等が確認されている。 

昆虫類では、「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS

－（第 5 回調査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月)等によると、アオイトトンボ、アブラ
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ゼミ、ルリシジミ、キタテハ、ニワハンミョウ、コクワガタ等が確認されている。 

魚類では、「動植物分布調査(生物多様性調査 種の多様性調査) 自然環境調査 Web-GIS－

（第 5 回調査）」(環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月)等によると、アブラハヤ、ウグイ、アメ

マス（エゾイワナ）、サクラマス等が確認されている。 
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図 3.1-18 コウモリ分布情報 

「環境アセスメントデータベース 全国環境情報」 

（環境省 HP、閲覧：令和 3年 9月）  より作成 
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「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版）    より作成 

図 3.1-19(1) イヌワシ分布メッシュ図 

 

 

「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版）    より作成 

図 3.1-19(2) クマタカ分布メッシュ図 
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(2)動物の重要な種 

動物の重要な種は、「（1）動物相の概要」で確認された種について、表 3.1-23 の選定基準に

基づき、学術上又は希少性の観点から選定した。 

動物の重要な種の結果は表 3.1-24 のとおりであり、哺乳類では、カワネズミ、ニホンウサギ

コウモリ、ヒメホオヒゲコウモリ等の 7 種が確認されている。鳥類では、ウズラ、オシドリ、

アカショウビン、サンショウクイ等の 28 種、爬虫類ではタカチホヘビの 1 種、両生類ではトウ

ホクサンショウウオ、クロサンショウウオ、アカハライモリ、ツチガエル等の 6 種、昆虫類で

は、モートンイトトンボ、ハヤシミドリシジミ等の 44 種が確認されている。魚類では、スナヤ

ツメ類、ヤリタナゴ、カジカ等の 12 種が確認されている。 

 

表 3.1-23(1) 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

① 「文化財保護法」（昭和 25 年法

律第 214 号、最終改正：令和 3

年 4 月 23 日）、「宮城県文化財

保護審議会条例」（昭和 50 年宮

城県条例第 50 号）、「加美町文

化財保護条例」（平成 15 年加美

町条例第 115 号）に基づく天然

記念物 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

県天：県指定天然記念物 

町天：町指定天然記念物 

「国指定文化財等データベ

ース」（文化庁 HP、閲覧：

令和 3 年 9 月）、「宮城県

の天然記念物一覧」（宮城

県 HP）、「文化財一覧」（加

美町 HP、閲覧：令和 3 年

9 月） 

② 「絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律」（平成 4 年 法律第 75 号、

最終改正：令和元年 6 月 14 日）

及び「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する

法律施行令」（平成 5 年政令第

17 号、最終改正：令和 2 年 12

月 16 日）に基づく国内希少野

生動植物種等 

特定国内：特定国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関す

る法律施行令」（平成 5 年

政令第 17 号、最終改正：

令和 2 年 12 月 16 日） 

③ 「環境省レッドリスト 2020」

（環境省、令和 2 年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧 I 類･･･絶滅の危機に瀕している種 

（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、野生での存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧 IA 類･･･ごく近い将来における野生での絶滅

の危険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧 IB 類･･･IA 類ほどではないが、近い将来にお

ける野生での絶滅の危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種 

NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度は小さいが、生息

条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性

のある種 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立してい

る個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道発表資料－環

境省レッドリスト 2020 の

公表について－」（環境省、

令和 2 年） 
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表 3.1-23(2) 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

④ 「宮城県の希少な野生動植

物 -宮城県レッドリスト

2021 年版」（宮城県環境生

活部自然保護課、令和 3 年）

の掲載種 

EX：絶滅･･･本県ではすでに絶滅したと考えられる種 
EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明らかに外

側で野生化した状態でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･本県において絶滅の危機に瀕している種
（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する
場合、野生での存続が困難なもの） 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･本県において絶滅の危険が増大している種（現
在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将
来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行することが確実と考えら

れるもの） 
NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（本県において現時点での

絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危

惧」に移行する要素を有するもの） 
DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立している個体

群で、絶滅のおそれが高いもの 

要注目種：本県では、現時点で絶滅の可能性が低いものの、その

生息・生育状況に注目すべき種 

「宮城県の希少な

野生動植物-宮城

県 レ ッ ド リ ス ト

2021 年版」（宮城県

環境生活部自然保

護課、令和 3 年） 
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表 3.1-24(1) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

① ② ③ ④ 

1 哺乳類 トガリネズミ トガリネズミ シントウトガリネズミ    DD 

2    カワネズミ    DD 

3  コウモリ ヒナコウモリ ニホンウサギコウモリ    VU※1 

4  (翼手)  ヒメホオヒゲコウモリ    VU 

5    クロホオヒゲコウモリ   VU CR+EN 

6  ネコ(食肉) イヌ オオカミ   EX※2 EX※2 

7  ウシ(偶蹄) ウシ カモシカ 特天   要注目種※3 

小計 4 目 4 科 7 種 1 種 0 種 2 種 7 種 

8 鳥類 キジ キジ ウズラ   VU CR+EN 

9    マガン 天  NT  

10    カリガネ   EN VU 

11  カモ カモ オシドリ   DD  

12  ペリカン サギ コサギ    NT 

13  ツル クイナ ヒクイナ   NT CR+EN 

14  ヨタカ ヨタカ ヨタカ   NT VU 

15  アマツバメ アマツバメ ハリオアマツバメ    NT 

16  チドリ チドリ ケリ   DD NT 

17    イカルチドリ    NT 

18   シギ オオジシギ   NT VU 

19  タカ ミサゴ ミサゴ   NT  

20   タカ ハチクマ   NT VU 

21    ツミ    DD 

22    ハイタカ   NT NT 

23    オオタカ   NT NT 

24    サシバ   VU VU 

25    イヌワシ 天 国内 EN CR+EN 

26    クマタカ  国内 EN VU 

27  フクロウ フクロウ オオコノハズク    NT 

28    アオバズク    VU 

29    トラフズク    NT 

30  ブッポウソウ カワセミ アカショウビン    NT 

31  ハヤブサ ハヤブサ チゴハヤブサ    NT 

32    ハヤブサ  国内 VU NT 

33  スズメ サンショウクイ サンショウクイ   VU NT 

34   ムシクイ メボソムシクイ上種   DD※4  

35   ホオジロ ノジコ   NT NT 

小計 12 目 16 科 28 種 2 種 3 種 19 種 24 種 

36 爬虫類 有鱗 タカチホヘビ タカチホヘビ    DD 

小計 1 目 1 科 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

37 両生類 有尾 サンショウウオ トウホクサンショウウオ   NT NT 

38    クロサンショウウオ   NT LP 

39   イモリ アカハライモリ   NT LP 

40  無尾 アカガエル タゴガエル    NT 

41    ヤマアカガエル    NT 

42    ツチガエル    NT 

小計 2 目 3 科 6 種 0 種 0 種 3 種 6 種 

43 昆虫類 トンボ(蜻蛉) イトトンボ ルリイトトンボ    CR+EN 

44    モートンイトトンボ   NT  

45    カラカネイトトンボ    CR+EN 

46   エゾトンボ ハネビロエゾトンボ   VU CR+EN 

47    エゾトンボ    VU 

48   トンボ ハッチョウトンボ    VU 

49    キトンボ    VU 

50    ヒメアカネ    CR+EN 

51  カメムシ アメンボ ババアメンボ   NT  

52  (半翅) コオイムシ コオイムシ   NT NT 

53    タガメ  国内 VU CR+EN 

54   マツモムシ キイロマツモムシ    NT 

55  
アミメカゲロ
ウ(脈翅) 

ツノトンボ キバネツノトンボ    VU 
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表 3.1-24(2) 文献その他の資料による動物の重要な種 

No. 分類 目名 科名 種名 
選定基準 

① ② ③ ④ 

56 昆虫類 チョウ(鱗翅) ボクトウガ ハイイロボクトウ   NT  

57   シジミチョウ ハヤシミドリシジミ    NT 

58    ヒメシジミ本州･九州亜種   NT  

59   タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン   VU  

60    オオムラサキ   NT  

61   アゲハチョウ ヒメギフチョウ本州亜種   NT NT 

62   ヤママユガ オナガミズアオ本土亜種   NT※5  

63   ヤガ ミヤマキシタバ   NT  

64    ヒメシロシタバ   NT  

65    ウスミミモンキリガ   NT  

66  コウチュウ オサムシ オオハンミョウモドキ    NT 

67  (鞘翅) ゲンゴロウ メススジゲンゴロウ    NT 

68    クロゲンゴロウ   NT  

69    ゲンゴロウ   VU NT 

70    エゾゲンゴロウモドキ   VU VU 

71    オオイチモンジシマゲンゴロウ   EN VU 

72    ケシゲンゴロウ   NT  

73    キベリクロヒメゲンゴロウ   NT  

74    シャープツブゲンゴロウ   NT  

75   ミズスマシ オオミズスマシ   NT  

76    コミズスマシ   EN  

77    ヒメミズスマシ   EN  

78   ツブミズムシ クロサワツブミズムシ    DD 

79   ガムシ ガムシ   NT  

80    シジミガムシ   EN  

81   ダエンマルトゲムシ シラホシダエンマルトゲムシ    DD 

82   ツチハンミョウ ムラサキオオツチハンミョウ    NT 

83   カミキリムシ トラフホソバネカミキリ    NT 

84   ハムシ キンイロネクイハムシ   NT NT 

85    コウホネネクイハムシ    NT 

86    タグチホソヒラタハムシ    VU 

小計 5 目 22 科 44 種 0 種 1 種 27 種 25 種 

87 魚類 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ類   VU※6 NT・DD※7 

88  コイ コイ キンブナ   VU VU 

89    テツギョ    要注目種 

90    ヤリタナゴ   NT DD 

91    タナゴ   EN CR+EN 

92    カマツカ属    DD※8 

93   ドジョウ ドジョウ類   NT・DD※9 DD※10 

94  ナマズ ギギ ギバチ   VU NT 

95  サケ サケ ニッコウイワナ   DD  

96    サクラマス   NT NT※11 

-    サクラマス(ヤマメ)   NT  

97  スズキ カジカ カジカ   NT※12  

98    ハナカジカ   LP※13 CR+EN 

小計 5 目 6 科 12 種 0 種 0 種 10 種 10 種 

合計 6 分類 29 目 52 科 98 種 3 種 4 種 61 種 73 種 

注：1．哺乳類の種名及び配列については「The Wild Mammals of Japan 第 2 版」（日本哺乳類学会 平成 27 年）に準拠した。 

2．鳥類の種名及び配列については「日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年）に準拠した。 

3．哺乳類及び鳥類以外の種名及び配列については原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 2 年度生物リ

スト」（河川環境データベース 国土交通省、令和 2 年）に準拠した。 

4．選定基準は、表 3.1-23 に対応する。 

5．表中の※について、各選定基準の原記載は次のとおりである。 

※1：ウサギコウモリで掲載、※2：ニホンオオカミで掲載、※3：ニホンカモシカで掲載、※4：オオムシクイが該当、 

※5：オナガミズアオで掲載、※6：スナヤツメ北方種、スナヤツメ南方種で掲載、※7：スナヤツメ南方種が NT、スナヤツ

メ北方種が DD に該当、※8：スナゴカマツカが該当 ※9：ドジョウが NT、キタドジョウが DD に該当、※10：キタドジョ

ウが DD に該当、※11：サクラマス（通し回遊型）で掲載、※12：カジカ大卵型で掲載、※13：東北地方のハナカジカで掲

載。 
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(3)注目すべき生息地 

注目すべき生息地については、表 3.1-25 のとおり法令や規制等の選定基準に基づき、学術上

又は希少性の観点から選定した。対象事業実施区域及びその周囲における注目すべき生息地は

表 3.1-26 及び図 3.1-20 のとおりである。 

対象事業実施区域周辺には「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」（平成 14

年法律第 88 号、最終改正：平成 27 年 3 月 31 日）による「大の原鳥獣保護区」及び「薬萊山鳥

獣保護区」、「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）に基

づく重要湿地である「田谷地沼、かば谷地、すげ沼湿地池沼群」、生物多様性の保全の鍵になる

重要な地域（KBA）である「蔵王・船形」が存在する。 

なお、対象事業実施区域は、「薬萊山鳥獣保護区」に含まれている。 
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表 3.1-25(1) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

「文化財保護法」（昭和 25 年

法律第 214 号、最終改正：令

和 2 年 6 月 10 日）、「宮城県

文化財保護審議会条例」（昭

和 50年宮城県条例第 50号）、

「加美町文化財保護条例」

（平成 15 年加美町条例第

115 号）に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 
天：天然記念物 
県天：県指定天然記念物 

町天：町指定天然記念物 

「国指定文化財等データ
ベース」（文化庁 HP、閲覧：
令和 3 年 9 月）、「宮城県
の天然記念物一覧」（宮城
県 HP）、「文化財一覧」（加
美町 HP、閲覧：令和 3 年
9 月） 

「絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する

法律」（平成 4年法律第 75号、

最終改正：令和元年 6 月 14

日）及び「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に

関する法律施行規則」（平成

5 年総理府令第 9 号、最終改

正：令和 2 年 12 月 28 日）に

基づく生息地等保護区 

生息：生息地等保護区 「生息地等保護区一覧」

（環境省 HP、閲覧：令和

3 年 9 月） 

「特に水鳥の生息地として

国際的に重要な湿地に関す

る条約」（ラムサール条約）

（昭和 55 年条約第 28 号、最

終改正：平成 6 年 4 月 29 日）

に基づく条約湿地 

基準 1：特定の生物地理区を代表するタイプの湿地、

又は希少なタイプの湿地 

基準 2：絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿

地 

基準 3：特定の生物地理区における生物多様性の維持

に重要な動植物を支えている湿地 

基準 4：動植物のライフサイクルの重要な段階を支え

ている湿地。または悪条件の期間中に動植物

の避難場所となる湿地 

基準 5：定期的に 2 万羽以上の水鳥を支えている湿地 

基準 6：水鳥の 1 種または 1 亜種の個体群で、個体数

の 1％以上を定期的に支えている湿地 

基準 7：固有な魚類の亜種、種、科、魚類の生活史の諸

段階、種間相互作用、湿地の価値を代表するよ

うな個体群の相当な割合を支えており、それ

によって世界の生物多様性に貢献している湿

地 

基準 8：魚類の食物源、産卵場、稚魚の生息場として重

要な湿地。あるいは湿地内外の漁業資源の重

要な回遊経路となっている湿地 

基準 9：鳥類以外の湿地に依存する動物の種または亜

種の個体群の個体数の１％以上を定期的に支

えている湿地 

「日本のラムサール条約

湿地－豊かな自然・多様

な湿地の保全と賢明な利

用－」（環境省、平成 25年） 

「鳥獣の保護及び管理並び

に狩猟の適正化に関する法

律」（平成 14 年法律第 88 号、

最終改正：平成 27 年 3 月 31

日）に基づく鳥獣保護区 

国指定鳥獣保護区 

特：特別保護地区 

特指：特別保護指定区域 

都道府県指定鳥獣保護区  

「令和 2 年度鳥獣保護区

等位置図」（宮城県 HP、閲

覧：令和 3 年 9 月） 

 

  



3.1-42 

(64) 

表 3.1-25(2) 注目すべき生息地の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 

「生物多様性の観点から重

要度の高い湿地」（環境省 HP、

閲覧：令和 3 年 9 月）に基づ

く重要湿地 

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マング

ローブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のう

ち、生物の生育・生息地として典型的または

相当の規模の面積を有している場合 

基準 2：希少種、固有種等が生育・生息している場合 

基準 3：多様な生物相を有している場合 

基準 4：特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体

数が 生育・生息する場合 

基準 5：生物の生活史の中で不可欠な地域（採餌場、

繁殖場等）である場合 

「生物多様性の観点から

重要度の高い湿地」（環境

省 HP、閲覧：令和 3 年 9

月） 

「重要野鳥生息地（IBA）」（日

本野鳥の会 HP、閲覧：令和 3

年 9 月）の掲載地 

A1 ：世界的に絶滅が危惧される種、または全世界で保

護の必要がある種が、定期的・恒常的に多数生息

している生息地 

A2 ：生息地域限定種（Restricted-range species）が

相当数生息するか、生息している可能性がある生

息地 

A3 ：ある 1 種の鳥類の分布域すべてもしくは大半が 1

つのバイオーム※に含まれている場合で、そのよ

うな特徴をもつ鳥類複数種が混在して生息する

生息地、もしくはその可能性がある生息地 

※バイオーム：それぞれの環境に生きている生物

全体 

A4ⅰ：群れを作る水鳥の生物地理的個体群の 1％以上

が定期的に生息するか、または生息すると考え

られるサイト 

A4ⅱ：群れを作る海鳥または陸鳥の世界の個体数の

1％以上が定期的に生息するか、または生息する

と考えられるサイト 

A4ⅲ：1 種以上で 2 万羽以上の水鳥、または 1 万つが

い以上の海鳥が定期的に生息するか、または生

息すると考えられるサイト 

A4ⅳ：渡りの隘路にあたる場所で、定められた閾値を

超える渡り鳥が定期的に利用するボトルネック

サイト 

「IMPORTANT BIRD AREAS 

IN JAPAN 翼が結ぶ重要生

息地ネットワーク」（日本

野鳥の会 HP、閲覧：令和

3 年 9 月） 

「生物多様性保全の鍵にな

る重要な地域（KBA）」（コン

サベーション・インターナシ

ョナル・ジャパン HP、閲覧：

令和 3 年 9 月）の掲載地 

危機性 ：IUCN のレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、

EN、VU）に分類された種が生息／生育する 

非代替性：a) 限られた範囲にのみ分布している種（RR）

が生息／生育する、b) 広い範囲に分布する

が特定の場所に集中している種が生息／生

育する、c) 世界的にみて個体が一時的に集

中する重要な場所、d) 世界的にみて顕著な

個体の繁殖地、e) バイオリージョンに限定

される種群が生息／生育する 

「Key Biodiversity Area

生物多様性保全の鍵にな

る重要な地域」（コンサベ

ーション・インターナシ

ョナル・ジャパン HP、閲

覧：令和 3 年 9 月） 

「宮城県自然環境保全条例」

（昭和 47年宮城県条例第 25

号）に基づく保全地域 

特別：特別地域 

普通：普通地域 

保全：県緑地環境保全地域 

「宮城県自然環境保全条

例」（宮城県 HP、閲覧：令

和 3 年 9 月） 
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表 3.1-26 注目すべき生息地 

名称 選定基準 区分 

大の原鳥獣保護区 

薬萊山鳥獣保護区 

「鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律」（平成

14 年法律第 88 号、最終改正：平

成 27 年 3 月 31 日） 

県指定鳥獣保護区 

大の原鳥獣保護区： 

本区域は、奥羽山脈の麓に位置しブナなどの落葉広

葉樹を主とする自然度の高い森林や針葉樹林、広葉

樹林など変化に富み、区域の東部は農耕地帯が広が

り、ニホンカモシカ、ツキノワグマなどの大型獣を

始め多様な鳥獣が生息している。 

薬萊山鳥獣保護区： 

当該区域は、加美町のほぼ中央部に位置する薬萊山

を中心とした区域であり、県立自然公園船形連峰の

一部に指定されている。区域の中心である薬萊山周

辺は、スギ及びアカマツを中心とする人工林とブナ、

ナラ及びクヌギの広葉樹林が森林を形成し、裾野に

は農耕地、採草地等が広がり、変化に富んだ自然環

境である。このような自然環境を反映し、薬萊山周

辺にはキジ、ヤマドリ等の多様な鳥類が生息してい

るほか、ツキノワグマ、国の特別天然記念物に指定

されているニホンカモシカ等の大型獣類も生息して

いる。 

田谷地沼、かば谷

地、すげ沼湿地池

沼群 

「生物多様性の観点から重要度

の高い湿地」（環境省 HP、閲覧：

令和 3 年 9 月） 

重要湿地 

基準 1：湿原・塩性湿地、河川・湖沼、干潟・マングロ

ーブ湿地、藻場、サンゴ礁等の生態系のうち、

生物の生育・生息地として典型的または相当

の規模の面積を有している場合 

基準 2：希少種、固有種等が生育・生息している場合 

基準 3：多様な生物相を有している場合 

蔵王・船形 
生物多様性の保全の鍵になる重

要な地域（KBA） 

危機性：IUCN のレッドリストの地域絶滅危惧種（CR、

EN、VU）に分類された種が生息／生育する 

「令和 2 年度鳥獣保護区等位置図」（宮城県 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」 

（コンサベーション・インターナショナル・ジャパン HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

                                より作成 

 

  



3.1-44 

(66) 

 

図 3.1-20 動物の注目すべき生息地  

「令和 2 年度鳥獣保護区位置図」（宮城県 HP、閲

覧：令和 3 年 9 月）、「生物多様性の観点から重要

度の高い湿地」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）、

「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）」

（コンサベーション・インターナショナル・ジャパ

ン HP、閲覧：令和 3 年 9 月） 

                            より作成 
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2. 植物の生育及び植生の状況 

植物相及び植生の状況は、当該地域の自然特性を勘案し、対象事業実施区域及びその周囲を

対象に、表 3.1-27 のとおり文献その他の資料（「宮城県植物誌」（宮城植物の会、平成 29 年）

等）により整理した。 

 

表 3.1-27 植物に係る文献その他の資料一覧 

No. 文献名 抽出基準 

1 「日本の重要な植物群落Ⅱ東北版 2」（環境庁、昭和 63 年） 図面範囲内の特定植物群落の出現種 

2 
「宮城県の絶滅のおそれのある野生動植物 RED DATA BOOK 

2016」（宮城県環境生活部自然保護課、平成 28 年） 

加美町（旧小野田町及び旧宮崎町）

で確認された種、鳴瀬川で確認され

た種のうち河口限定の種を除く 

3 「宮城県植物誌」（宮城植物の会、平成 29 年） 
加美町（旧小野田町及び旧宮崎町）

で確認された種 

4 「新刊小野田町史」（小野田町史編纂委員会、平成 15 年） 旧小野田町で確認された種 

5 「宮崎町史」（宮崎町史編纂委員会編、昭和 48 年） 旧宮崎町で確認された種 

 

(1)植物相の概要 

文献その他の資料により確認された対象事業実施区域及びその周囲の植物相の概要を表

3.1-28 のとおり整理した。維管束植物（シダ植物及び種子植物）843 種が確認されている。 

 

表 3.1-28 植物相の概要 

分 類 主な確認種 

シダ植物 

ホソバトウゲシバ、イヌスギナ、ゼンマイ、コケシノブ、クサソテツ、ヘ

ビノネゴザ、リョウメンシダ、ビロードシダ等 

（73 種） 

裸子植物 
モミ、ゴヨウマツ、ヒノキ、スギ､クロベ､ハイイヌガヤ 

（6 種） 

被
子
植
物 

 
ジュンサイ、フタリシズカ、ドクダミ、コブシ、オオバクロモジ等 

（12 種） 

単子葉植物 

ヒメザゼンソウ、ヘラオモダカ、ショウジョウバカマ、カタクリ、ネジバ

ナ、マイヅルソウ、ナガエミクリ、クサイ、アゼスゲ、ススキ等 

（261 種） 

真正双子葉類 

シラネアオイ、エゾユズリハ、イタチハギ、ハルニレ、オオヤマザクラ、

コナラ、アカシデ、ドロヤナギ、タチツボスミレ、オトギリソウ、エゾミ

ソハギ、イヌガラシ、イタドリ、ノリウツギ、ウスノキ、ツルリンドウ、カ

キドオシ、ヒメジョオン、ガマズミ、タニウツギ等 

（491 種） 

合 計 843 種 

注：1．種名については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 2 年度生物リス 

ト」（河川環境データベース 国土交通省、令和 2 年）に準拠した。 

2．確認種には、亜種、変種、品種及び雑種を含んでいる。 
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(2)植生の概要 

①  現存植生 

対象事業実施区域及びその周囲の現存植生は図 3.1-21、現存植生図の凡例は表 3.1-29 の

とおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲は、「ブナクラス域代償植生」のコナラ群落（Ⅴ）、「植林地・

耕作地植生」のスギ・ヒノキ・サワラ植林やアカマツ植林、牧草地、水田雑草群落が広がっ

ている。そのほか、「ブナクラス域自然植生」のチシマザサ－ブナ群団やヤナギ高木群落（Ⅳ）

等も分布している。 

対象事業実施区域には、「ブナクラス域代償植生」のコナラ群落（Ⅴ）、アカマツ群落（Ⅴ）、

ススキ群団（Ⅴ）、「植林地、耕作地植生」のゴルフ場・芝地、放棄畑雑草群落等が分布して

いる。 

 

表 3.1-29 現存植生図（凡例） 

 
注：1．図中 No.は、図 3.1-21 の現存植生図内の番号に対応する。 

2．統一凡例 No.は「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・7 回（平成 11 年～24 年

/平成 25 年～）」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）の現存植生図に示される 6 桁の統一凡

例番号（凡例コード）である。 
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図 3.1-21(1) 文献その他の資料調査による現存植生図（広域）  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（調査年：平成 14 年、平成 27 年）」（環境省

HP、閲覧：令和 3 年 9 月）      より作成 
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表 3.1-29 現存植生図（凡例） 

 
注：1．図中 No.は、図 3.1-21 の現存植生図内の番号に対応する。 

2．統一凡例 No.は「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・7 回（平成 11 年～24 年

/平成 25 年～）」（環境省 HP、閲覧：令和 3 年 9 月）の現存植生図に示される 6 桁の統一凡

例番号（凡例コード）である。 
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図 3.1-21(2) 文献その他の資料調査による現存植生図（拡大）  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（調査年：平成 14 年、平成 27 年）」（環境省

HP、閲覧：令和 3 年 9 月）      より作成 
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②  植生自然度 

対象事業実施区域及びその周囲の植生自然度は、表 3.1-30 及び図 3.1-22 のとおりである。 

植生自然度は、土地の自然性がどの程度形成されているかを示すひとつの指標である。植

生自然度の区分は「1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成 28 年）

に従った。 

対象事業実施区域の周囲では、主に植生自然度 5～7 が分布し、一部植生自然度 9、10 も分

布している。対象事業実施区域内の植生自然度は、主に 4、5 の二次草原と 7 の二次林であ

り、一部 9 の自然林が分布している。 

 

表 3.1-30 植生自然度の概要 

植生自然度 区分内容 植生区分 

10 自然草原 貧養地小型植物群落、ヨシクラス、ツルヨシ群集、ヒルムシロクラス 

9 自然林 

チシマザサ－ブナ群団、イヌシデ－アカシデ群落、クロベ－キタゴヨウ

群落、ジュウモンジシダ－サワグルミ群集、ケヤキ群落（Ⅳ）、ハンノ

キ群落（Ⅳ）、ヤナギ高木群落（Ⅳ）、ヤナギ低木群落（Ⅳ）、ヒメヤ

シャブシ－タニウツギ群落 

8 
二次林 

（自然林に近いもの） 
ブナ－ミズナラ群落 

7 二次林 
オオバクロモジ－ミズナラ群集、コナラ群落（Ⅴ）、オニグルミ群落

（Ⅴ）、アカマツ群落（Ｖ） 

6 植林地 スギ・ヒノキ・サワラ植林、アカマツ植林、カラマツ植林 

5 
二次草原 

（背の高い草原） 
タニウツギ－ノリウツギ群落、ササ群落（Ⅴ）、ススキ群団（Ｖ） 

4 
二次草原 

（背の低い草原） 

伐採跡地群落（Ｖ）、ゴルフ場・芝地、路傍・空地雑草群落、放棄畑雑

草群落、放棄水田雑草群落 

3 
外来種植林 

農耕地（樹園地） 
ニセアカシア群落、竹林、果樹園 

2 
外来種草原 

農耕地（水田・畑） 
牧草地、畑雑草群落、水田雑草群落、緑の多い住宅地 

1 市街地等 市街地、造成地 

注：1．植生自然度の区分は、「1/2.5 万植生図を基にした植生自然度について」（環境省、平成 28 年）

（http://gis.biodic.go.jp/webgis/files/vegetation_naturalness25000.pdf）に基づく。 

2．自然裸地、開放水域は含まない。 
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図 3.1-22(1) 植生自然度（広域）  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（調査年：平成 14 年、平成 27 年）」（環境省

HP、閲覧：令和 3 年 9 月）      より作成 
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図 3.1-22(2) 植生自然度（拡大）  

「自然環境 Web-GIS 植生調査（1/2.5 万） 第 6・

7 回（調査年：平成 14 年、平成 27 年）」（環境省

HP、閲覧：令和 3 年 9 月）      より作成 
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(3)植物の重要な種及び重要な群落 

植物の重要な種及び重要な群落の選定基準は、表 3.1-31 のとおりである。 

 

表 3.1-31(1) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 
文献その他の 

資料 

重要

な種 

重要な

群落 

① 「文化財保護法」（昭和

25 年法律第 214 号、最

終改正：令和 3 年 4 月

23 日）、「宮城県文化財

保護審議会条例」（昭

和 50 年宮城県条例第

50 号）、「加美町文化財

保護条例」（平成 15 年

加美町条例第 115 号）、

に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

県天：県指定天然記念物 

町天：町指定天然記念物 

「国指定文化財等デ

ータベース」（文化

庁 HP）、「宮城県の

天然記念物一覧」

（宮城県 HP、閲覧：

令和 3 年 9 月）、「文

化財一覧」（加美町

HP、閲覧：令和 3 年

9 月） 

○  

② 「絶滅のおそれのある

野生動植物の種の保

存に関する法律」（平

成 4 年 法律第 75 号、

最終改正：令和元年 6

月 14 日）及び「絶滅の

おそれのある野生動

植物の種の保存に関

する法律施行令」（平

成 5 年政令第 17 号、

最終改正：令和 2 年 12

月 16 日）に基づく国内

希少野生動植物種等 

特定：特定国内希少野生動植物種 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種

の保存に関する法

律施行令」（平成 5

年政令第 17 号、最

終改正：令和 2年 12

月 16 日） ○  

③ 「環境省レッドリスト

2020」（環境省、令和 2

年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧 I 類･･･絶滅の危機に瀕している種 

（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作

用する場合、野生での存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧 IA 類･･･ごく近い将来における野生での絶滅

の危険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧 IB 類･･･IA 類ほどではないが、近い将来にお

ける野生での絶滅の危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種 

NT：準絶滅危惧･･･現時点での絶滅危険度は小さいが、生息

条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性

のある種 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立して

いる個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道発表資

料環境省レッドリ

スト 2020 の公表に

ついて」（環境省、

令和 2 年） 

○  
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表 3.1-31(2) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 
文献その他の 

資料 

重要

な種 

重要な

群落 

④ 「宮城県の希少な野生動

植物-宮城県レッドリス

ト 2021 年版」（宮城県環

境生活部自然保護課、令

和 3 年）の掲載種 

【重要な種】 

EX：絶滅･･･本県ではすでに絶滅したと考えられる種 
EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下、あるいは自然分布域の明ら

かに外側で野生化した状態でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･本県において絶滅の危機に瀕し
ている種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引
き続き作用する場合、野生での存続が困難なも

の） 
VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･本県において絶滅の危険が増大してい

る種（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用

する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行
することが確実と考えられるもの） 

NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（本県において現時

点での絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっ
ては「絶滅危惧」に移行する要素を有するもの） 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立して
いる個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

要注目種：本県では、現時点で絶滅の可能性が低いものの、

その生息・生育状況に注目すべき種 

【重要な群落】 

D：壊滅･･･ 群落は壊滅した 

4：壊滅状態･･･ 群落は全体的に壊滅状態にあり、緊急に対

策を講じなければ壊滅する 

3：壊滅危惧･･･対策を講じなければ、群落は徐々に悪化し

て壊滅する 

2：破壊危惧･･･群落は当面保護されているが、将来破壊さ

れるおそれがある 

1：要注意･･･現在、保護・管理状態がよく、当面破壊され

るおそれが少ない。しかし、監視は必要である 

「宮城県の希少な野

生動植物-宮城県レ

ッドリスト 2021 年

版」（宮城県環境生

活部自然保護課、令

和 3 年） 

〇 〇 

⑤ 「第 2 回 自然環境保全基

礎調査 特定植物群落調

査報告書」（環境庁、昭和

54 年）、「第 3 回 自然環

境保全基礎調査 特定植

物群落調査報告書」（環境

庁、昭和 63 年）、「第 5 回 

自然環境保全基礎調査 

特定植物群落調査報告

書」（環境庁、平成 12 年）

に掲載の特定植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落または

個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても､南限、北限、隔

離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落また

は個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰

岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群

で、その群落の特徴が典型的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴が

典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であ

っても､長期にわたって伐採等の手が入っていないもの 

G：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で極

端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H：その他､学術上重要な植物群落または個体群 

「第 2 回 自然環境

保全基礎調査 特定

植物群落調査報告

書」（環境庁、昭和

54 年）、「第 3 回 自

然環境保全基礎調

査 特定植物群落調

査報告書」（環境庁、

昭和 63 年）、「第 5

回 自然環境保全基

礎調査 特定植物群

落調査報告書」（環

境庁、平成 12 年） 

 ○ 

⑥ 「植物群落レッドデータ・

ブック」（NACS－J・WWF 

Japan、平成 8 年）に掲載

の植物群落 

4：緊急に対策必要 

3：対策必要 

2：破壊の危惧 

1：要注意 

「植物群落レッドデ

ータ・ブック」（NACS

－J・WWF Japan、

平成 8 年） 

 ○ 

⑦ 「1/2.5 万植生図を基に

した植生自然度につい

て」（環境省、平成 28 年）

に掲載の植生自然度 10

及び植生自然度 9 の植生 

植生自然度 10：自然草原（高山ハイデ、風衝草原、自然草

原、自然植生のうち単層の植物社会を形成

する地区） 

「1/2.5 万植生図を

基にした植生自然

度について」（環境

省、平成 28 年） 
 〇 

植生自然度 9：自然林（エゾマツ－トドマツ群集、ブナ群

落等、自然植生のうち低木林、高木林の植

物社会を形成する地区） 
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①  重要な種 

植物の重要な種は、「（1）植物相の概要」で確認された種について、表 3.1-31 のとおり選

定基準に基づき学術上又は希少性の観点から選定した。その結果、重要な種は表 3.1-32 のと

おり32科71種が確認されたが、対象事業実施区域における確認位置情報は得られなかった。 

 

表 3.1-32(1) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分 類 科 名 種 名 
選定基準 

① ② ③ ④ 

1 シダ植物 ミズニラ ミズニラ   NT NT 

2  サンショウモ サンショウモ   VU NT 

3  メシダ ハコネシケチシダ    VU 

4 被子植物-単子葉植物 サトイモ ヒメカイウ   NT CR+EN 

5  オモダカ アギナシ   NT VU 

6   ウリカワ    NT 

7  トチカガミ ヤナギスブタ    VU 

8  ヒルムシロ ホソバヒルムシロ   VU CR+EN 

9   イトモ   NT NT 

10   エゾノヒルムシロ    VU 

11   センニンモ    VU 

12   ホソバミズヒキモ    VU 

13  ラン サルメンエビネ   VU CR+EN 

14   ユウシュンラン   VU NT 

15   トケンラン   VU CR+EN 

16   アオスズラン    VU※1 

17   ミズトンボ   VU CR+EN 

18   ギボウシラン   EN CR+EN 

19   ジガバチソウ    NT 

20   ノビネチドリ    VU 

21   ヒメフタバラン    要注目種 

22   サギソウ   NT CR+EN 

23   ミズチドリ    VU 

24   イイヌマムカゴ   EN CR+EN 

25   ツレサギソウ    VU 

26   ヤマサギソウ    VU 

27   トキソウ   NT VU 

28   ショウキラン    CR+EN 

29  アヤメ ヒメシャガ   NT NT 

30  ミズアオイ ミズアオイ   NT NT 

31  ガマ エゾミクリ    CR+EN 

32   ナガエミクリ   NT NT 

33   ヒメミクリ   VU VU 

34  ホシクサ エゾホシクサ    NT 

35  カヤツリグサ ムジナスゲ    VU 

36   ヌマクロボスゲ   VU VU 

37   ニイガタガヤツリ   CR NT 

38   サギスゲ    NT 

39 被子植物-真正双子葉植物 キンポウゲ フクジュソウ    VU 

40   シラネアオイ    NT 

41   スハマソウ    NT 

42   オキナグサ   VU CR+EN 

43   バイカモ    NT 

44  ボタン ヤマシャクヤク   NT VU 

45  ベンケイソウ ミヤママンネングサ    VU 
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表 3.1-32(2) 文献その他の資料による植物の重要な種 

No. 分 類 科 名 種 名 
選定基準 

① ② ③ ④ 

46 被子植物-真正双子葉植物 クロウメモドキ ホナガクマヤナギ    VU 

47  バラ エゾノシロバナシモツケ    CR+EN 

48  トウダイグサ センダイタイゲキ   NT CR+EN 

49  ヤナギ トカチヤナギ    NT※2 

50   ユビソヤナギ   VU VU 

51  オトギリソウ オシマオトギリ    VU 

52  アブラナ オオユリワサビ    NT 

53  タデ ホソバイヌタデ   NT NT 

54   ノダイオウ   VU NT 

55  サクラソウ ハイハマボッス   NT VU 

56  キョウチクトウ スズサイコ   NT VU 

57  ムラサキ ムラサキ   EN CR+EN 

58  オオバコ エゾルリトラノオ    CR+EN 

59  シソ シラゲヒメジソ    NT 

60   テイネニガクサ   NT VU 

61  タヌキモ イヌタヌキモ   NT NT 

62   ホザキノミミカキグサ    CR+EN 

63   タヌキモ   NT CR+EN 

64   ムラサキミミカキグサ   NT NT 

65  キク エゾノタウコギ    VU 

66   アズマギク    VU 

67   コオニタビラコ    VU 

68   オオニガナ    NT 

69   アキノハハコグサ   EN CR+EN 

70  セリ ヌマゼリ   VU VU 

71  スイカズラ マツムシソウ    VU 

計 - 32 科 71 種 0 種 0 種 35 種 71 種 

注：1．種名及び配列については原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和 2 年度生物リス

ト」（河川環境データベース 国土交通省、令和 2 年）に準拠した。 

2．確認種には、亜種、変種、品種及び雑種を含んでいる。 

3．選定基準は、表 3.1-31 のとおりである。 

4．表中の※について、各選定基準の原記載は次のとおりである。 

※1：エゾスズランで記載、※2：オオバヤナギで掲載 

 

  


